
出席停止期間早見表 

 

インフルエンザ  発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日(幼児にあっては３日)を経過するまで 

※ 最低でも５日間は、出席停止となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症  発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

※ 最低でも５日間は、出席停止となります。 

 

 

 

 

 

 

 


